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監　
　
査

「
記
述
情
報
の
開
示
に
関
す
る
原
則

（
案
）」を
公
表
─
金
融
庁

監　
　
査

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供
充
実

の
報
告
書
案
、検
討
─
金
融
庁
、監
査
情
報
充
実
懇

去
る
２
０
１
８
年
12
月
21
日
、
金

融
庁
は
、「
記
述
情
報
の
開
示
に
関

す
る
原
則
（
案
）」
を
公
表
し
た
。

企
業
に
よ
る
情
報
開
示
を
め
ぐ
る
現

在
の
課
題
を
踏
ま
え
、
財
務
情
報
以

外
の
開
示
情
報
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
記
述
情
報
」
に
つ
い
て
、
望
ま
し

い
開
示
の
考
え
方
、
開
示
の
内
容
、

開
示
に
対
す
る
取
り
組
み
方
を
ま
と

め
た
も
の
。

昨
年
６
月
28
日
に
公
表
さ
れ
た
金

融
審
議
会「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」の

提
言
を
受
け
、
ル
ー
ル
へ
の
形
式
的

な
対
応
に
と
ど
ま
ら
な
い
開
示
の
充

実
を
図
る
た
め
に
、
企
業
が
経
営
目

線
で
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等
、
経

営
成
績
等
の
分
析
、
リ
ス
ク
情
報
等

を
開
示
し
て
い
く
う
え
で
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
と
な
る
。

大
き
く
総
論
と
各
論
に
分
か
れ
、

総
論
で
は
「
記
述
情
報
の
開
示
に
共

通
す
る
事
項
」
と
し
て
、
次
の
事
項

に
関
す
る
考
え
方
や
望
ま
し
い
開
示

に
向
け
た
取
組
み
が
示
さ
れ
て
い

る
。

・
取
締
役
会
や
経
営
会
議
の
議
論
の

適
切
な
反
映

・
重
要
な
情
報
の
開
示

・
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
情
報
の
開
示

・
わ
か
り
や
す
い
開
示

ま
た
、
各
論
で
は
、
次
の
よ
う
な

有
価
証
券
報
告
書
の
記
述
情
報
に
関

す
る
開
示
項
目
ご
と
に
、
法
令
上
記

載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
と
と
も

に
、
考
え
方
、
望
ま
し
い
開
示
に
向

け
た
取
組
み
の
ほ
か
、
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
参
考
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。

１　
経
営
方
針
、
経
営
環
境
及
び
対

処
す
べ
き
課
題
等

・
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等

・
優
先
的
に
対
処
す
べ
き
事
業
上

及
び
財
務
上
の
課
題

・
経
営
上
の
目
標
の
達
成
状
況
を

判
断
す
る
た
め
の
客
観
的
な
指

標
等

２　
事
業
等
の
リ
ス
ク

３　
経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経

営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ・フ
ロ
ー

の
状
況
の
分
析

・
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
に
共
通
す
る
事
項

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況

の
分
析
・
検
討
内
容
並
び
に
資

本
の
財
源
及
び
資
本
の
流
動
性

に
係
る
情
報

・
重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
及
び

当
該
見
積
り
に
用
い
た
仮
定

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
月
１
日
17
時

と
な
っ
て
い
る
。

去
る
２
０
１
８
年
12
月
20
日
、
金

融
庁
は
第
３
回
「
会
計
監
査
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
の
充
実
に
関
す
る
懇

談
会
」（
座
長
：
八
田
進
二
・
大
原

大
学
院
大
学
教
授
）
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
１
９
年
１
月
１
日
号

（
№
１
５
３
３
）
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ

参
照
）
で
の
議
論
を
も
と
に
、
事
務

局
か
ら
「
会
計
監
査
に
関
す
る
情
報

提
供
の
充
実
に
つ
い
て
（
案
）」（
以

下
、「
報
告
書
案
」
と
い
う
）
が
示

さ
れ
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。

報
告
書
案
は
次
の
よ
う
な
構
成
と

な
っ
て
い
る
。

Ⅰ　
は
じ
め
に

１　
経
緯

２　
会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提

供
の
充
実
の
重
要
性

Ⅱ　
通
常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
に

つ
い
て
の
説
明
・
情
報
提
供

１　
現
状

⑴　
無
限
定
適
正
意
見
以
外
の

監
査
報
告
書

⑵　
監
査
人
に
よ
る
意
見
表
明

及
び
会
計
監
査
に
つ
い
て
の

説
明
・
情
報
提
供
の
場
面

２　
具
体
的
検
討

⑴　
監
査
報
告
書
の
記
載

⑵　
追
加
的
な
説
明

⑶　
守
秘
義
務

⑷　
そ
の
他

Ⅲ　
監
査
人
の
交
代
に
関
す
る
説
明・

情
報
提
供

⑴　
現
状

⑵　
監
査
人
の
交
代
理
由
の
開

示
に
つ
い
て
の
考
え
方

Ⅳ　
お
わ
り
に

報
告
書
案
の
タ
イ
ト
ル

タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、
メ
ン
バ
ー

か
ら
「
特
別
に
丁
寧
な
意
見
が
求
め

ら
れ
る
場
合
の
限
定
的
な
も
の
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
タ
イ
ト
ル
に
す
べ

き
」と
い
う
意
見
が
あ
り
、一
方
、「
こ

の
ま
ま
が
妥
当
」
な
ど
の
変
更
に
対

す
る
否
定
的
な
意
見
も
聞
か
れ
た
。

追
加
的
な
説
明
の
手
段

報
告
書
案
Ⅱ
２
⑵
で
は
、経
営
者
、

監
査
役
等
お
よ
び
監
査
人
が
そ
ろ
っ

て
参
加
す
る
場
で
の
説
明
が
考
え
ら

れ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

メ
ン
バ
ー
か
ら
は
「
法
的
に
措
置

が
さ
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
」、「
新

た
な
制
度
を
作
る
の
は
屋
上
屋
に
な

る
の
で
は
」、「
三
者
が
そ
ろ
っ
て
説

明
す
る
の
が
理
想
的
。
監
査
人
不
在

で
欠
席
裁
判
が
行
わ
れ
な
い
よ
う

に
」
な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

守
秘
義
務

報
告
書
案
Ⅱ
２
⑶
で
は
、
日
本
公

認
会
計
士
協
会
の
倫
理
規
則
の
「
正

当
な
理
由
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を

示
す
な
ど
の
方
策
を
検
討
す
べ
き
旨

が
示
さ
れ
て
い
る
。

メ
ン
バ
ー
か
ら
は
、「
他
の
職
業

的
専
門
家
の
依
頼
人
利
益
の
保
護
と

い
う
論
点
と
は
公
的
使
命
を
果
た
す

と
い
う
点
で
別
問
題
で
は
」
な
ど
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。

お
わ
り
に

報
告
書
案
に
は
「
金
融
庁
、
取
引

所
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
を
含
む

関
係
者
に
お
い
て
は
、
本
と
り
ま
と

め
を
踏
ま
え
、
必
要
な
環
境
整
備
に

つ
い
て
の
検
討
を
速
や
か
に
開
始
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」と
あ
る
が
、

メ
ン
バ
ー
か
ら
「
具
体
的
に
ど
こ
が

ど
の
よ
う
な
施
策
を
す
る
か
明
確
に

す
べ
き
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
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地
面
師
の
テ
ー
マ
で
書
き
上
げ
た

原
稿
が
、
編
集
部
か
ら
ダ
メ
出
し
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
締
切
ま
で
間
が
な

い
と
い
う
の
に
別
の
話
題
を
探
さ
ね

ば
。「
地
面
師

↓

カ
ミ
ン
ス
カ
ス

↓

紙

透
か
す

↓

紙
幣
」と
い
う
必
然
的

4

4

4

展

開
で
、
日
銀
の
話
題
に
し
よ
う
。

２
０
１
５
年
12
月
に
日
銀
が
金
融

緩
和
の
補
完
策
と
し
て
、「
人
材
投
資

や
設
備
投
資
に
積
極
的
な
企
業
の
株

式
か
ら
構
成
さ
れ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
」の
年

間
購
入
枠
３
、０
０
０
億
円
を
設
定

す
る
と
い
う
方
針
を
発
表
し
た
。
そ

の
時
点
で
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
す

Ｅ
Ｔ
Ｆ
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
各
運
用
会
社
は
急
遽
、
要
望

の
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
開
発
・
上
場
さ
せ
た
。

当
時
、
友
人
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
、

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
投
資
に
関
し
て
造

詣
の
深
い
著
名
な
Ｋ
氏
が「
人
材
投

資
・
設
備
投
資
に
積
極
的
な
企
業
の

株
式
が
市
場
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
ア
ウ

ト
パ
フ
ォ
ー
ム
す
る
確
証
は
な
い
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
銘
柄
に
絞
っ
て

投
資
す
る
の
か
根
拠
が
薄
弱
だ
」と

い
っ
て
い
た
ら
し
い
。
日
銀
は
、
日

経
２
２
５
連
動
型
Ｅ
Ｔ
Ｆ
だ
け
を
買

い
続
け
る
こ
と
が
市
場
を
歪
ま
せ
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
非
難
に
配
慮
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

実
際
に
運
用
を
始
め
て
か
ら
２
年

以
上
経
過
し
た
の
で
、
運
用
結
果
を

確
認
し
て
み
る
。
人
材
設
備
投
資
Ｅ

Ｔ
Ｆ
で
純
資
産
が
最
も
大
き
い
ダ
イ

ワ
上
場
投
信
Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
日
本
株
人
材

設
備
投
資
指
数（
１
４
７
９
）と
日
経

２
２
５
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
配
当

金
・
分
配
金
込
み
で
比
較
し
た
の
が

図
表
だ
。

結
果
論
で
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
歪

め
て
い
る
と
い
う
批
判
を
気
に
せ
ず

に
日
経
２
２
５
型
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
投
資
し

た
ほ
う
が
資
金
運
用
の
面
か
ら
は

よ
か
っ
た
こ
と
に
な
る（
対
Ｔ
Ｏ
Ｐ

Ｉ
Ｘ
だ
と
こ
れ
ほ
ど
差
は
な
い
の
だ

が
）。こ

の
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
目
論
見
書
に
よ
る

と「
売
上
高
に
対
す
る
設
備
投
資
と

研
究
開
発
費
か
ら
計
算
さ
れ
る
設
備

投
資
基
準
額
、
売
上
高
に
対
す
る
給

与
総
額
か
ら
計
算
さ
れ
る
人
的
資
本

投
資
基
準
、
ま
た
設
備
投
資
成
長
率

と
売
上
高
成
長
率
か
ら
計
算
さ
れ
る

成
長
率
基
準
に
よ
り
採
用
候
補
銘
柄

を
選
出
し
ま
す
」と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
11
月
末
時
点
で
の
組
み

入
れ
上
位
10
銘
柄
を
挙
げ
る
と
、
ソ

ニ
ー
・
ト
ヨ
タ
自
動
車
・
キ
ー
エ
ン

ス
・
花
王
・
ア
ス
テ
ラ
ス
製
薬
・
Ｋ

Ｄ
Ｄ
Ｉ
・
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ
・
小
松
製
作
所
・
塩
野
義
製

薬
と
な
っ
て
い
る
。素
人
考
え
で
は
、

こ
う
い
っ
た
基
準
で
選
ば
れ
た
銘
柄

群
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
よ
さ
そ
う

に
思
え
る
の
だ
が
、
な
ぜ
、
悪
い
の

だ
ろ
う
か
？

あ
り
が
ち
な
答
え
だ
が
…
市
場
が

効
率
的
な
ら
ば
、
人
材
投
資
・
設
備

投
資
に
積
極
的
と
い
う
材
料
は
す
で

に
株
価
に
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ

か
ら
、
将
来
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

よ
く
な
る
保
証
は
な
い
…
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
銀
の
発
表
に
よ
る
と
、狙
い
は
、

運
用
利
回
り
の
向
上
で
は
な
く
て
、

人
材
投
資
・
設
備
投
資
の
動
き
が
広

ま
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

よ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
で
、
人
材
投

資
・
設
備
投
資
に
最
も
積
極
的
な
の

は
、
間
接
的
な
が
ら
日
銀
な
の
だ
か

ら
、
組
み
入
れ
銘
柄
ト
ッ
プ
に
日
本

銀
行（
８
３
０
１
）と
し
て
い
た
ら
、

ど
う
だ
ろ
う
か
。

人
材
設
備
投
資
Ｅ
Ｔ
Ｆ
と
日
銀

　

 

三
田　

哉

投
資
の
ハ
ナ
シ

裏　
表

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
日経225

ETF(1479)

5/16 8/16 11/16 2/17 5/17 8/17 11/17 2/18 5/18 8/18 11/18

（図表）　人材設備投資ETF（1479）と日経225の比較

会　
　
計

時
価
算
定
会
計
基
準
に
伴
う
各
基
準

等
改
正
案
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

＊

今
回
の
議
論
で
報
告
書
案
に
つ
い

て
お
お
む
ね
意
見
を
聞
い
た
と
し

て
、
報
告
書
の
承
認
が
さ
れ
、
公
表

時
期
・
方
法
に
つ
い
て
は
座
長
に
一

任
さ
れ
た
。

去
る
２
０
１
８
年
12
月
25
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
１
３
８
回

金
融
商
品
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

公
正
価
値
測
定
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
・

開
示
に
関
し
、
第
３
９
８
回
親
委
員

会
（
２
０
１
９
年
１
月
１
日
号
（
№

１
５
３
３
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

で
示
さ
れ
た
事
務
局
案
を
も
と
に
、

検
討
が
行
わ
れ
た
。

投
資
信
託
の
時
価
算
定

事
務
局
か
ら
、
投
資
信
託
の
時
価

算
定
に
関
し
て
は
、
基
準
公
表
後
お

お
む
ね
１
年
を
か
け
て
検
討
を
行

い
、
改
正
を
行
う
ま
で
の
間
は
現
行

の
取
扱
い
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
、

あ
わ
せ
て
経
過
措
置
を
利
用
し
た
際

の
投
資
信
託
の
時
価
レ
ベ
ル
の
取
扱

い
が
提
案
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
が

聞
か
れ
た
が
、「
経
過
措
置
に
お
い

て
レ
ベ
ル
別
に
開
示
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
」と
い
う
意
見
も
聞
か
れ
た
。

適
用
時
期
お
よ
び
経
過
措
置
の

検
討適

用
時
期
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
０

年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
の

期
首
か
ら
強
制
適
用
す
る
等
の
提
案

が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
適

用
初
年
度
に
お
い
て
は
、
新
た
な
会

計
方
針
を
将
来
に
わ
た
っ
て
適
用
す

る
が
、
新
会
計
基
準
の
適
用
に
伴
う

時
価
を
算
定
す
る
た
め
に
用
い
た
方

法
を
変
更
す
る
場
合
、
そ
の
変
更
の

影
響
額
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は
、
遡
及
適
用
で
き
る
等
の
規

定
を
盛
り
込
ん
だ
時
価
算
定
会
計
基

準
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

（図表）　改正案が示された基準等

・金融商品会計に関する実務指針※
・金融商品会計に関するQ&A※
・金融商品の時価等の開示に関する適用指針
・金融商品の時価等の開示に関する適用指針
（開示例）
・棚卸資産の評価に関する会計基準
・四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針
・外貨建取引等の会計処理に関する実務指針※

※はJICPAの公表物
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各
基
準
等
の
改
正
案

時
価
算
定
会
計
基
準
な
ら
び
に
同

適
用
指
針
の
ほ
か
、
関
連
す
る
基
準

等
（
図
表
）
の
改
正
文
案
が
示
さ
れ
、

検
討
さ
れ
た
。

＊

１
月
上
旬
の
親
委
員
会
で
公
開
草

案
の
公
表
議
決
を
目
指
す
予
定
。

会　
　
計

法
人
税
等
の
計
上
区
分
で
組
替
調
整

が
生
じ
る
？
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会　
　
計

企
業
結
合
会
計
基
準
案
の
コ
メ
ン
ト

対
応
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、企
業
結
合
専
門
委

去
る
２
０
１
８
年
12
月
14
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
59
回
税
効

果
会
計
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
１
８
年
８
月
10
日
号

（
№
１
５
２
０
）
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ

参
照
）
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
「
そ

の
他
の
包
括
利
益
に
対
す
る
課
税
」

に
つ
い
て
は
、
法
人
税
等
の
う
ち
、

そ
の
他
の
包
括
利
益
に
計
上
さ
れ
る

取
引
お
よ
び
事
象
に
関
連
し
て
生
じ

る
も
の
の
ほ
か
、
株
主
と
の
取
引
に

関
連
し
て
生
じ
る
法
人
税
等
も
含
ま

れ
る
た
め
、「
法
人
税
等
の
計
上
区

分
」
と
し
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
税
金
費
用
に
関
し
て
、
法

人
税
等
に
関
す
る
も
の
を
「
当
期
税

金
」
と
し
て
、
税
効
果
会
計
に
関
す

る
も
の
を
「
繰
延
税
金
」
と
し
て
表

記
し
て
い
る
。

税
金
費
用
の
処
理
の
考
え
方
に
関

す
る
分
析

事
務
局
よ
り
、
税
金
費
用
（
当
期

税
金
お
よ
び
繰
延
税
金
）
の
計
上
区

分
を
め
ぐ
っ
て
次
の
２
つ
の
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
案
１
）　
税
金
費
用
は
税
金
の
発
生

源
泉
と
な
る
取
引
や
事
象
に
起
因

し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
の
処
理
に
つ
い
て
も
当
該
取
引

等
の
処
理
と
整
合
性
を
図
る
べ
き

（
案
２
）　
当
期
税
金
の
支
払
は
、
課

税
当
局
へ
の
納
付
（
分
配
）
で
あ

る
た
め
、
企
業
が
税
金
を
納
付
す

る
義
務
を
負
う
時
点
で
、
税
金
の

発
生
源
泉
と
な
る
取
引
等
の
処
理

に
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
税
等
の
全

体
を
損
益
に
計
上
す
べ
き

事
務
局
か
ら
は
案
１
を
採
用
す
る

方
向
で
検
討
を
進
め
る
提
案
が
な
さ

れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
違
和
感
が

な
い
」、「
合
理
的
で
あ
る
」、「
利
用

者
と
し
て
は
案
２
の
法
人
税
等
の
総

額
を
知
り
た
い
ア
ナ
リ
ス
ト
は
あ
ま

り
い
な
い
の
で
は
」
な
ど
、
案
１
を

支
持
す
る
意
見
が
多
く
示
さ
れ
た
。

一
方
、「
実
務
は
案
２
で
進
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
案
１
と
結

論
づ
け
る
の
は
早
す
ぎ
る
の
で
は
」

と
い
っ
た
反
対
意
見
も
聞
か
れ
た
。

検
討
が
必
要
な
事
項

事
務
局
か
ら
、
案
１
を
採
用
す
る

場
合
に
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項

が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

①　
組
替
調
整
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
の

取
扱
い

②　
当
期
税
金
の
配
分
に
お
け
る
税

率
変
更
の
影
響
後
の
取
扱
い

③　
配
分
の
困
難
さ
や
手
続
の
煩
雑

さ
に
対
す
る
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ

ト
の
対
応

な
お
、
営
業
利
益
、
営
業
外
損
益
、

特
別
損
益
等
の
各
段
階
利
益
に
お
け

る
税
引
前
利
益
と
法
人
税
等
の
対
応

ま
で
図
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当

期
純
利
益
は
、
税
引
前
当
期
純
利
益

か
ら
当
期
の
負
担
に
属
す
る
法
人
税

等
の
額
を
控
除
し
て
表
示
す
る
と
い

う
企
業
会
計
原
則
の
損
益
計
算
書
原

則
の
枠
組
み
を
維
持
し
た
う
え
で
対

応
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
、
検
討
事
項

に
取
り
上
げ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ

た
。専

門
委
員
か
ら
は
、「
リ
サ
イ
ク

ル
は
煩
雑
に
な
る
の
で
は
」、「
リ
サ

イ
ク
ル
は
退
職
給
付
で
も
難
し
い
な

が
ら
も
実
務
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ

ほ
ど
大
差
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
」

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、
事
務
局
か

ら
は
「
実
際
に
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
不
明
で
あ

り
、
ど
れ
だ
け
手
間
が
か
か
る
か
を

わ
か
ら
な
い
と
決
め
ら
れ
な
い
の

で
、
今
後
設
例
を
検
討
し
て
示
し
た

い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

去
る
２
０
１
８
年
12
月
17
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
１
０
１
回

企
業
結
合
専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。前

回
（
２
０
１
８
年
12
月
１
日
号

（
№
１
５
３
０
）
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ

参
照
）
に
引
き
続
き
、「
企
業
結
合

に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
の

公
開
草
案
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

対
応
お
よ
び
文
案
検
討
が
行
わ
れ

た
。

結
合
分
離
適
用
指
針
と
事
業
分
離
等

会
計
基
準
の
整
合
性
の
追
加
検
討

公
開
草
案
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト
の
な
か
に
「
結
合
分
離
適
用
指
針

279
項
に
て
、
企
業
結
合
前
に
被
結
合

企
業
の
株
主
が
結
合
企
業
の
株
式
を

子
会
社
株
式
と
し
て
有
し
て
お
り
、

企
業
結
合
の
結
果
、
被
結
合
企
業
が

関
連
会
社
と
な
る
場
合
の
会
計
処
理

が
不
明
確
に
な
る
。
事
業
分
離
等
会

計
基
準
42
項
も
同
様
に
見
直
す
べ

き
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な

提
案
が
さ
れ
た
。

（
案
１
）　
対
象
取
引
の
範
囲
の
み
を

明
確
化
す
る

「
結
合
後
企
業
が
関
連
会
社
と
な

る
場
合
」
に
は
、
結
合
企
業
の
株
式

を
子
会
社
株
式
と
し
て
有
し
て
お
り
、

結
合
後
企
業
が
関
連
会
社
と
な
る
場

合
を
含
む
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

（
案
２
）　
会
計
処
理
に
つ
い
て
明
確

化
す
る

企
業
結
合
に
よ
り
、
会
社
の
支
配

を
喪
失
し
関
連
会
社
と
な
る
場
合
の

会
計
処
理
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に

文
案
を
修
正
す
る
。

ま
た
、
事
業
分
離
等
会
計
基
準
38

項
（
被
結
合
企
業
の
株
主
（
親
会
社
）

の
持
分
比
率
が
減
少
す
る
場
合
）
の

修
正
の
必
要
の
可
否
に
つ
い
て
も
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
と

さ
れ
た
。

専
門
委
員
の
意
見

専
門
委
員
か
ら
は
、「
範
囲
も
会
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会　
　
計

新
規
テ
ー
マ
の
論
点
、検
討
順
序
を
提

示
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
専
門
委

会　
　
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
等
に
関
す
る
ア
ジ
ェ
ン

ダ
決
定
案
へ
の
対
応
を
審
議

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
課
題
対
応
専
門
委

計
処
理
も
明
確
に
な
る
の
で
案
２
が

望
ま
し
い
」、「
案
１
は
現
行
よ
り
悪

く
な
っ
て
い
る
」
と
、
案
２
を
支
持

す
る
意
見
が
多
数
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
事
業
分
離
会
計
基
準
38
項

の
修
正
に
つ
い
て
も
、
修
正
の
必
要

性
が
あ
る
と
い
う
意
見
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

去
る
２
０
１
８
年
12
月
18
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
19
回
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
専
門
委
員
会
を
開

催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

第
３
９
７
回
の
企
業
会
計
基
準
委

員
会（
２
０
１
８
年
12
月
20
日
号（
№

１
５
３
２
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

に
お
い
て
、
次
の
２
つ
の
注
記
情
報

の
充
実
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
新

規
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。

⑴　
見
積
り
の
不
確
実
性
の
発
生
要

因
⑵　
関
連
す
る
会
計
基
準
等
の
定
め

が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
採
用
し

た
会
計
処
理
の
原
則
お
よ
び
手
続

新
規
テ
ー
マ
へ
の
対
応

こ
れ
を
受
け
て
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
専
門
委
員
会
に
お
い
て
、⑴
・

⑵
の
新
規
テ
ー
マ
へ
の
対
応
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
た
。

ま
ず
、
⑴
・
⑵
の
会
計
基
準
の
名

称
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
提
案

が
さ
れ
た
。

⑴

↓

不
確
実
性
の
程
度
が
高
い
見
積

り
の
開
示

⑵

↓

重
要
な
会
計
方
針
の
開
示

ま
た
、
⑵
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

に
お
い
て
も
類
似
の
検
討
が
行
わ

れ
て
い
る
た
め
（
今
号
情
報
フ
ラ
ッ

シ
ュ
・
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委
の
記

事
参
照
）、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
動
向
を
確
認

し
つ
つ
、
⑴
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
た
。

⑴　
不
確
実
性
の
程
度
が
高
い
見
積

り
の
開
示

⑴
の
会
計
基
準
を
開
発
す
る
に
あ

た
っ
て
、
検
討
す
べ
き
論
点
、
お
よ

び
そ
の
検
討
順
序
が
提
案
さ
れ
た
。

【
第
１
段
階
】
見
積
り
の
開
示
に
か
か

る
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
す
る

段
階

論
点
１
：
開
示
目
的

論
点
２
：
見
積
り
の
定
義
お
よ
び
そ

の
範
囲

論
点
３
：
見
積
り
の
不
確
実
性
の
程

度
の
判
断

論
点
４
：
注
記
事
項

【
第
２
段
階
】
そ
の
他
の
基
準
開
発
上

の
論
点
を
検
討
す
る
段
階

論
点
５
：
基
準
の
種
類

論
点
６
：
適
用
時
期
お
よ
び
経
過
措

置
論
点
７
：
基
準
の
適
用
範
囲

【
第
３
段
階
】
基
準
文
案
・
設
例
・
開

示
例
を
検
討
す
る
段
階

論
点
８
：
基
準
文
案
な
ど
の
作
成

⑵　
重
要
な
会
計
方
針
の
開
示

⑵
の
会
計
基
準
を
開
発
す
る
に
あ

た
っ
て
、
検
討
す
べ
き
論
点
、
お
よ

び
そ
の
検
討
順
序
が
提
案
さ
れ
た
。

【
第
１
段
階
】
重
要
な
会
計
方
針
の
開

示
に
か
か
る
基
本
的
な
考
え
方
を

整
理
す
る
段
階

論
点
１
：
開
示
目
的

論
点
２
：
開
示
す
べ
き
会
計
方
針

論
点
３
：
注
記
事
項

【
第
２
段
階
】
そ
の
他
の
基
準
開
発
上

の
論
点
を
検
討
す
る
段
階

論
点
４
：
基
準
の
種
類

論
点
５
：
適
用
時
期
お
よ
び
経
過
措

置
論
点
６
：
基
準
の
適
用
範
囲

【
第
３
段
階
】
基
準
文
案
・
設
例
・
開

示
例
を
検
討
す
る
段
階

論
点
７
：
基
準
文
案
の
作
成

去
る
２
０
１
８
年
12
月
17
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
25
回
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
適
用
課
題
対
応
専
門
委
員
会
を

開
催
し
た
。

10
月
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー
ド
会
議
に

お
い
て
審
議
さ
れ
た
項
目
に
関
す
る

議
論
の
報
告
と
11
月
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解

釈
指
針
委
員
会
会
議
に
お
い
て
議
論

さ
れ
た
事
項
の
対
応
案
に
つ
い
て
審

議
が
行
わ
れ
た
。

議
論
の
報
告

「
繰
延
税
金
：
資
産
及
び
負
債
の

税
務
基
準
額
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
）」
の

審
議
動
向
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
わ

れ
た
。
限
定
的
な
修
正
を
行
う
こ
と

に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
審
議
メ
ン
バ
ー
全
員
が

賛
成
を
し
て
お
り
、
公
開
草
案
を
開

発
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
「
12
号
を
変
え
る

こ
と
に
よ
り
取
引
の
ば
ら
つ
き
を
な

く
す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
」、「
税

法
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
？
」
な

ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。

ア
ジ
ェ
ン
ダ
決
定
案
へ
の
対
応

審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

①　
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
対
す

る
顧
客
の
ア
ク
セ
ス
権
（
Ｉ
Ａ
Ｓ

38
号
）

②　
一
定
期
間
に
わ
た
る
建
築
物
の

移
転
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
23
号
）

③　
共
同
支
配
事
業
者
に
よ
る
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
の
売
却
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
11

号
）

④　
非
金
融
商
品
項
目
の
購
入
又
は

売
却
契
約
の
現
物
決
済
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
）

⑤　
予
想
信
用
損
失
の
測
定
に
お
け

る
信
用
補
完
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
）

⑥　
信
用
減
損
金
融
資
産
の
治
癒（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
）

事
務
局
か
ら
は
、
６
事
項
す
べ
て

に
お
い
て
コ
メ
ン
ト
・
レ
タ
ー
を
提

出
す
る
必
要
は
特
に
な
い
と
の
提
案

が
行
わ
れ
た
が
、
審
議
の
結
果
、
①

と
②
に
つ
い
て
は
、
コ
メ
ン
ト
・
レ

タ
ー
を
提
出
す
る
か
ど
う
か
を
再
度
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検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

専
門
委
員
か
ら
「
全
般
に
い
え
る

こ
と
だ
が
、
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
な
事

例
に
つ
い
て
の
議
論
が
増
え
て
い
る

の
で
、
類
推
適
用
や
波
及
的
な
効
果

を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
」
と
の
意

見
が
あ
っ
た
。

会　
　
計

12
月
開
催
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ・Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー

ド
会
議
、報
告
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

去
る
２
０
１
８
年
12
月
20
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
79
回
Ａ
Ｓ

Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。主

な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

12
月
開
催
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
の
報
告

12
月
６
、７
日
に
開
催
さ
れ
た
Ａ

Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論

点
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
こ
の

う
ち
「
の
れ
ん
の
償
却
」
に
つ
い
て

の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
メ
ン
バ
ー
の
意
見
が
Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
事
務
局
か
ら
報
告
さ
れ
た
。

【
賛
成
意
見
】

南
ア
メ
リ
カ
地
域
：
南
ア
メ
リ
カ
地

域
の
関
係
者
の
多
く
は
支
持
し
て

い
る
（
発
言
者
自
身
は
支
持
し
て

な
い
）

中
国
：
の
れ
ん
の
償
却
に
賛
成

【
反
対
意
見
】

イ
ギ
リ
ス
：
そ
も
そ
も
、
の
れ
ん
は

資
産
で
は
な
い

韓
国
：
の
れ
ん
は
資
産
で
は
あ
る
が
、

競
合
他
社
や
技
術
革
新
に
よ
っ
て

消
滅
す
る
資
産
で
あ
る

フ
ラ
ン
ス
：
の
れ
ん
を
償
却
す
る
こ

と
で
、
の
れ
ん
の
会
計
処
理
に
著

し
い
変
更
を
も
た
ら
す
べ
き
で
あ

る
か
疑
問

12
月
開
催
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー
ド
会
議

⑴　
会
計
方
針
の
開
示
に
お
け
る
重

要
性
の
概
念

以
前
、
会
計
方
針
の
開
示
に
関
す

る
ガ
イ
ダ
ン
ス
お
よ
び
設
例
を
開
発

す
る
こ
と
が
暫
定
決
定
さ
れ
た
。

今
回
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｉ
Ａ

Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
か
ら
次
の
２
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
た
。

ア
プ
ロ
ー
チ
１
：
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
117
項

か
ら
124
項
に
お
け
るsignificance

の
概
念
を
定
義
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
２
：
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
117
項

か
ら
124
項
に
お
け
るsignificance

の
概
念
をm

ateriality

の
概
念
に

置
き
換
え
る

こ
の
ス
タ
ッ
フ
提
案
に
関
し
て
、

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
事
務
局
は
次
の
考
え
を
示

し
た
。

・significance

の
定
義
を
開
発
し
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
に
含
め
る
こ
と
に
反

対
で
あ
る
。

・
両
者
は
単
純
に
置
き
換
え
る
べ
き

問
題
で
は
な
く
、significance

の
概
念
を
安
易
にm

ateriality

に
統
一
す
る
べ
き
で
は
な
い

⑵　
基
本
財
務
諸
表（
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
）

ま
た
、Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
に
関
し
て
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
は
次
の
内
容
の

提
案
を
行
っ
た
。

・
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
、「
減
価
償
却
費

お
よ
び
償
却
費
前
営
業
利
益
」
と

記
述
す
る

・
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
、「
Ｍ
Ｐ
Ｍ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
指
標
の
リ
ス
ト
」

に
追
加
す
る

こ
の
ス
タ
ッ
フ
提
案
に
関
し
て
、

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
事
務
局
は
次
の
考
え
を
示

し
た
。

・
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
は
資
金
調
達
方
法
、

税
制
お
よ
び
減
価
償
却
方
法
の
違

い
に
よ
ら
な
い
利
益
獲
得
能
力
を

示
す
指
標
で
あ
り
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス

タ
ッ
フ
の
提
案
が
必
ず
し
も
Ｅ
Ｂ

Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
表
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い

・「
Ｍ
Ｐ
Ｍ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
指
標

の
リ
ス
ト
」
に
は
、
税
引
前
利
益

や
売
上
総
利
益
な
ど
の
計
算
方
法

を
指
標
に
含
め
る
べ
き
で
あ
り
、

Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
追
加
す
る
ス

タ
ッ
フ
提
案
を
支
持
し
な
い

国
際
会
計

公
開
草
案「
不
利
な
契
約
」、公
表

─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
２
０
１
８
年
12
月
13
日
、
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、Ｉ
Ａ
Ｓ
37
号
「
引
当
金
、

偶
発
負
債
及
び
偶
発
資
産
」
を
明
確

化
す
る
「
Ｉ
Ａ
Ｓ
37
号
の
改
訂
：
不

利
な
契
約
―
契
約
履
行
の
コ
ス
ト
」

（
以
下
、「
公
開
草
案
」
と
い
う
）
を

公
表
し
た
。

公
開
草
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

は
、
２
０
１
９
年
４
月
15
日
ま
で
受

け
付
け
て
い
る
。

公
開
草
案
公
表
の
背
景

公
開
草
案
で
は
、
あ
る
契
約
が
損

失
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う

な
コ
ス
ト
が
そ
の
検
討
に
含
ま
れ
る

べ
き
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈
指
針

委
員
会
に
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の
際

に
含
め
ら
れ
る
べ
き
コ
ス
ト
を
明
確

化
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
。

公
開
草
案
の
内
容

あ
る
契
約
が
損
失
を
生
じ
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
か
、
し
た
が
っ
て
そ
の

契
約
が
不
利
な
契
約
で
あ
る
か
ど
う

か
は
、
契
約
を
履
行
す
る
た
め
に
生

じ
る
予
想
コ
ス
ト
が
、
契
約
か
ら
受

け
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
経
済

的
便
益
を
上
回
る
か
ど
う
か
に
よ

る
。Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
37
号
を
改

訂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
を
履
行

す
る
た
め
の
コ
ス
ト
に
は
、
原
材
料

費
の
よ
う
な
増
分
コ
ス
ト
の
み
な
ら

ず
、
契
約
を
履
行
す
る
た
め
に
使
用

す
る
機
器
の
減
価
償
却
費
の
よ
う
な

契
約
に
直
接
関
係
す
る
コ
ス
ト
の
配

分
額
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

公
開
草
案
の
影
響

こ
の
公
開
草
案
の
改
訂
に
よ
っ

て
、
会
計
処
理
が
明
確
に
な
り
、
首

尾
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
改
訂
は
、
製
造
業
、
建
設

業
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
す
る
企
業

に
特
に
関
連
し
、
以
前
よ
り
コ
ス
ト

を
早
期
に
認
識
す
る
必
要
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
る
。
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国
際
会
計

リ
ー
ス
の
基
準
の
改
善
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公

表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

税　
　
務

国
税
庁
長
官・新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

─
国
税
庁

金　
　
融

市
場
の
不
安
定
化
要
因
と
な
る

米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
と
米
財
務
長
官

去
る
２
０
１
８
年
12
月
19
日
、
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公
開
草
案「
リ
ー
ス（
ト

ピ
ッ
ク
842
）
―
リ
ー
ス
の
基
準
の
改

善
」（
以
下
、「
公
開
草
案
」
と
い
う
）

を
公
表
し
た
。

公
開
草
案
の
内
容

⑴　
貸
手
に
よ
る
原
資
産
の
公
正
価

値
の
決
定

リ
ー
ス
の
以
前
の
基
準
書
で
あ
る

ト
ピ
ッ
ク
840「
リ
ー
ス
」は
、
製
造
者

ま
た
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
は
な
い
貸
手

（
金
融
機
関
な
ど
の
貸
手
）に
よ
る
原

資
産（
リ
ー
ス
し
て
い
る
資
産
）の
公

正
価
値
の
測
定
に
関
し
て
、
明
確
な

例
外
規
定
を
提
供
し
て
い
た
。

公
開
草
案
で
は
、
製
造
者
ま
た
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
で
は
な
い
貸
手
に
、
原

資
産
の
公
正
価
値
と
し
て
、
適
用
さ

れ
る
量
ま
た
は
取
引
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン

ト
を
反
映
し
た
取
得
原
価
を
使
用
で

き
る
と
い
う
、
ト
ピ
ッ
ク
840
の
例
外

規
定
を
ト
ピ
ッ
ク
842
に
追
加
し
て
い

る
。し

か
し
、
原
資
産
の
取
得
と
リ
ー

ス
の
開
始
日
と
の
間
に
重
要
な
時
間

の
経
過
が
あ
る
場
合
に
は
、
貸
手
は

ト
ピ
ッ
ク
820「
公
正
価
値
測
定
」の
公

正
価
値
の
定
義
を
、
原
資
産
の
公
正

価
値
の
測
定
に
適
用
す
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
。

⑵　
キ
ャ
ッ
シ
ュ・
フ
ロ
ー
計
算
書

の
表
示

ま
た
、
ト
ピ
ッ
ク
942「
金
融
サ
ー

ビ
ス
―
預
金
お
よ
び
貸
付
」の
範
囲

の
貸
手
は
、「
販
売
タ
イ
プ
・
リ
ー
ス
」

と「
直
接
金
融
リ
ー
ス
」で
の
リ
ー
ス

の
元
金
受
領
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
計
算
書
で
、
原
則
で
あ
る「
営

業
活
動
」で
は
な
く
、「
投
資
活
動
」と

し
て
示
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

適
用
関
係

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
９
年
１

月
15
日
で
あ
る
。

公
開
草
案
は
、
２
０
１
９
年
12
月

16
日
以
後
開
始
す
る
中
間
期
間
と
年

度
か
ら
適
用
さ
れ
、
早
期
適
用
は
認

め
ら
れ
る
。

国
税
庁
長
官
の
藤
井
健
志
氏
は
、

国
税
記
者
ク
ラ
ブ
と
の
新
春
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
応
じ
、
２
０
１
９
年
の
税

務
行
政
運
営
に
つ
い
て
、
抱
負
な
ど

を
語
っ
た
。

新
年
の
抱
負

本
年
も
引
き
続
き
「
納
税
者
の
自

発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
に

円
滑
に
実
現
す
る
」
と
い
う
使
命
を

着
実
に
果
た
し
て
い
き
た
い
。ま
た
、

昨
年
は
大
規
模
な
災
害
が
続
け
て
発

生
し
、
各
地
に
甚
大
な
被
害
が
も
た

ら
さ
れ
た
。
被
災
さ
れ
た
方
を
は
じ

め
、
納
税
者
の
皆
様
が
円
滑
に
確
定

申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

申
告
相
談
体
制
の
整
備
を
十
分
に
図

り
、
親
切
・
丁
寧
な
対
応
を
行
っ
て

い
き
た
い
。

確
定
申
告
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

納
税
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
確

定
申
告
事
務
の
簡
素
化
・
効
率
化
を

図
る
た
め
、
本
年
か
ら
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
上
で
申
告
書
を
作
成
・
送
信

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
開
設
や
、
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
納
付

を
開
始
す
る
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用

し
た
申
告
を
推
進
し
て
い
る
。

消
費
税
率
引
上
げ
と
軽
減
税
率

本
年
10
月
か
ら
始
ま
る
軽
減
税
率

制
度
の
周
知
等
を
行
う
た
め
、
適
用

対
象
品
目
や
請
求
書
の
書
き
方
な
ど

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
解
説
し
た
Ｑ

＆
Ａ
の
公
表
や
、「
消
費
税
軽
減
税

率
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
の
設
置
な

ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

国
際
的
な
取
引
へ
の
対
応

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ

め
と
す
る
国
際
的
な
取
組
み
が
進
展

し
て
い
る
。
昨
年
か
ら
、
非
居
住
者

の
金
融
口
座
情
報
を
税
務
当
局
間
で

自
動
的
に
交
換
す
る
国
際
基
準
で
あ

る
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
共
通
報
告
基
準
）」

が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り

得
ら
れ
る
情
報
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
適
正
公
平
な
課
税
お
よ
び

徴
収
に
努
め
て
い
き
た
い
。

米
財
務
省
の
公
表
し
た
文
書
に
よ

る
と
、
ム
ニ
ュ
ー
シ
ン
米
財
務
長
官

は
２
０
１
８
年
12
月
23
日
、
ア
メ
リ

カ
の
大
手
銀
行
６
行
の
首
脳
と
個
別

に
電
話
協
議
を
行
い
、
民
間
の
個
人

や
企
業
に
対
す
る
融
資
に
十
分
な
資

金
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
各
首
脳
か

ら
確
認
を
取
っ
た
。
さ
ら
に
翌
日
に

は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
や
証
券
取
引
委
員
会
な
ど

の
公
的
機
関
と
も
正
常
な
市
場
運
営

に
つ
い
て
電
話
協
議
を
予
定
し
て
い

る
、
と
伝
え
て
い
る
。

ま
た
ム
ニ
ュ
ー
シ
ン
財
務
長
官
は

こ
の
文
書
の
な
か
で
、「
政
府
機
関

の
一
部
閉
鎖
の
た
め
、
政
府
支
出
や

内
国
歳
入
庁
な
ど
重
要
な
機
能
を
維

持
す
る
た
め
の
中
枢
業
務
を
担
う
財

務
省
の
人
員
に
問
題
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

普
通
こ
う
し
た
場
面
で
は
、
金
融

当
局
は
極
力
表
沙
汰
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
こ
の
種
の
情
報
の
扱
い
は
慎

重
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
を
想
起
す
る
市
場
の

不
安
を
回
避
す
る
こ
と
を
優
先
し
て

考
え
る
か
ら
だ
。

だ
が
、
今
回
は
財
務
長
官
が
公
式

文
書
で
事
実
を
公
表
し
た
。
そ
の
た

め
、「
６
行
の
資
金
繰
り
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
状
況
は
悪

い
」
と
市
場
が
受
け
取
り
、
市
場
の

不
安
定
化
要
因
と
な
る
可
能
性
も
あ

る
。ま

た
パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
も
ト
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平
成
最
後
の
年
末
は
ア
メ
リ
カ
発
の

同
時
株
安

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2018年
12月14日

会計制度委員会研究報
告「インセンティブ報酬
の会計処理に関する研
究報告」（公開草案）

JICPA

インセンティブ報酬をめぐる昨今の流れから、役員や従業員（執行役員を含む）に
対するインセンティブ報酬の会計上の取扱いについての研究をまとめたもの。コ
メント期限は1月25日まで。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214gqg.html

―

会計制度委員会研究報
告「偶発事象の会計処理
及び開示に関する研究
報告」（公開草案）

財務諸表における偶発事象の取扱いについて、わが国のこれまでの偶発事象に関
する会計上の考え方を整理するとともに調査・研究をまとめたもの。コメント期
限は1月25日まで。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214qqg.html

―

2018年
12月18日

コメント募集「決算発表
および四半期報告」 SEC

開示の有効性と投資家の保護を維持、場合によっては強化しながら、四半期報告
に関連する報告会社の負担をどのように軽減できるか等についてコメントを求
めるもの。コメント期限は３月21日まで。
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-287

―

2018年
12月21日

平成31年度税制改正の
大綱

与党「平成31年度税制改正大綱」を受けて、閣議決定されたもの。消費税率引上げ
対策をはじめ、組織再編や連結納税の要件緩和、過大支払利子税制等の国際課税
の見直しなどが盛り込まれている。
https : / /www.mof .go . jp/ tax_po l i cy/ tax_ re form/out l i ne/
fy2019/20181221taikou.pdf

―

2018年
12月21日

法人税基本通達等の一
部改正について（法令解
釈通達）

国税庁
平成30年度税制改正に伴う、PE認定の人為的回避防止措置の導入、租税条約上
のPEの定義と異なる場合の調整規定の整備等について所要の見直しが行われた
もの。外国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度から適用される。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/index.htm

―

ラ
ン
プ
大
統
領
か
ら
更
迭
さ
れ
る
の

で
は
、
と
の
一
部
報
道
が
み
ら
れ
た

が
、ム
ニ
ュ
ー
シ
ン
財
務
長
官
が「
大

統
領
は
『
パ
ウ
エ
ル
議
長
を
解
任
す

る
こ
と
を
示
唆
し
た
こ
と
も
な
い

し
、
そ
の
権
限
が
あ
る
と
も
思
っ
て

い
な
い
』
と
い
っ
た
」
と
否
定
し
て

い
る
。

た
だ
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
今
回

12
月
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
で
利
上
げ
を
実
施

し
た
パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
に
対
し

て
不
満
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い

る
。し

た
が
っ
て
、
表
立
っ
た
経
緯
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
議
長
の
交
代
な
い
し
は
そ
の
可

能
性
を
市
場
が
織
り
込
め
ば
、
市
場

の
不
安
定
化
が
さ
ら
に
加
速
す
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
面
は
市
場

に
と
っ
て
も
財
務
省
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の

ト
ッ
プ
の
動
向
が
注
視
さ
れ
る
状
況

が
続
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

平
成
最
後
の
年
末
と
な
る

２
０
１
８
年
12
月
後
半
、
景
気
拡
大

期
間
は
戦
後
最
長
と
な
る
か
、
と
い

う
政
府
発
表
が
話
題
に
な
る
一
方

で
、
株
価
＝
日
経
平
均
は
連
日
下
落

し
、
直
前
高
値
か
ら
の
下
落
率
は

10
％
を
超
え
た
。
２
月
、
10
月
に
続

く
目
立
っ
た
下
落
で
は
あ
る
が
、
株

価
水
準
が
下
が
っ
て
き
た
た
め
、
今

回
の
下
げ
で
２
０
、０
０
０
円
の
大

台
を
割
り
、
１
年
３
カ
月
ぶ
り
の

１
万
円
台
と
な
っ
た
。

こ
の
株
価
下
落
の
主
因
は
、
も
ち

ろ
ん
米
市
場
か
ら
の
波
及
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
株
価
の
変
調
・
下
落
は
、

世
界
同
時
株
安
へ
広
が
っ
て
お
り
、

日
本
株
価
の
下
落
は
そ
の
一
環
で
あ

る
。こ

の
同
時
株
安
の
下
落
率
を
み
て

み
る
と
、
直
前
高
値
の
12
月
初
め
に

比
べ
24
日
現
在
、
ア
メ
リ
カ
株
は
約

15
％
に
達
し
、
日
本
株
は
10
％
強
、

欧
州
株
や
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
株
は

５
～
７
％
の
下
落
と
そ
れ
ま
で
の
株

価
上
昇
率
の
順
位
と
は
ま
っ
た
く
逆

に
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
議
会
は
ア
メ
リ
カ
・
メ

キ
シ
コ
国
境
に
壁
を
築
く
と
い
う
大

統
領
計
画
を
め
ぐ
っ
て
与
野
党
の
対

立
が
激
化
し
、
予
算
案
が
成
立
し
な

い
。
そ
の
た
め
、
支
出
不
足
が
発
生

し
、
12
月
下
旬
か
ら
米
政
府
機
関
が

一
部
閉
鎖
と
な
る
事
態
に
な
っ
た
。

ま
た
、
12
月
19
日
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は

大
方
の
予
想
ど
お
り
、
利
上
げ
を
実

施
し
た
が
、
大
統
領
は
公
然
と
利
上

げ
を
批
判
し
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
解

任
を
図
る
か
の
よ
う
な
情
報
が
流

れ
、
市
場
の
動
揺
を
誘
っ
た
。
さ
ら

に
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
重
し
の
よ
う
な

存
在
と
み
ら
れ
て
き
た
マ
テ
ィ
ス
国

防
長
官
が
辞
任
を
発
表
し
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
の
信
頼
性
を
低
下
さ
せ
た
。

ア
メ
リ
カ
株
式
市
場
は
こ
れ
か
ら

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
ど
の
よ
う
な
政

策
姿
勢
を
み
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
同
時
に
世
界
の
株
式
市

場
の
置
か
れ
た
状
況
で
も
あ
る
。

平
成
最
後
の
年
末
年
始
、
日
本
の

株
式
市
場
も
残
念
な
が
ら
憂
鬱
な
状

況
下
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ま
っ
と

う
な
政
策
展
開
と
ポ
ス
ト
平
成
を
に

ら
ん
だ
企
業
行
動
の
積
極
化
に
期
待

し
た
い
。

＊


